
地域伝統行事お助け隊
登録者 募集

地域伝統行事お助け隊とは？

担い手不足により継続が危ぶまれる祭り、風習その他の地域の伝統行
事の担い手となる人材を「地域伝統行事お助け隊」として登録する福岡
県が創設した制度です。

地域伝統行事お助け隊の支援を希望する伝統行事を掲載した専用HP
から、ご自身が支援したい行事に申込を行い、ボランティアとして参加し
ていただきます。

詳しくは
こちら▼

地域伝統行事お助け隊

福岡の伝統を守り繋いでいく

熱い想いと情熱で地域を盛り上げよう。
地域の伝統行事を支えるためにあなたのチカラが必要です。

URL:https://fuk-otasuketai.jp/



○登録方法
HPの登録フォームから登録してください。
URL：https://fuk-otasuketai.jp/member/member_app/

○活動内容

・受付、案内、会場設営、片付けなどの行事運営
に関すること
・行事のスケジュール管理、関係機関との連絡
調整など行事の企画調整に関すること
・山車の引手、舞の演者などの行事の担い手

伝統行事の実施団体の方へ

地域伝統行事お助け隊を活用したい伝統行事の実施団体の方は、市町村を通じて県に「派遣要請
書」を提出してください。（「派遣要請書」は地域伝統行事お助け隊HPに掲載しています）

地域伝統行事お助け隊の派遣を要請できる行事は次のとおりです。

①国、県、市町村の指定・登録を受けている無形民俗文化財
② ①以外で世代を超えて受け継がれてきた祭り又は芸能、その他の伝統的な行事であって、市町
村が今後も継続することが必要と認めるもの

ご不明な点は、市町村の担当窓口又は県問合せ先にご連絡ください。
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○登録要件

次の要件を満たす個人を対象とします。
（福岡県外にお住まいの方も登録いただけます）

・１５歳以上であること（１８歳未満は保護者の同意
が必要です）
・メール及び電話で連絡が取れること
・暴力団員でないこと

登録はこちらの
QRコードからで
もできます。

【問合せ先】
福岡県企画・地域振興部 市町村振興局政策支援課 地域政策第１班 地域伝統行事お助け隊担当
TEL：092-643-3210 FAX：092-643-3164 E-mail：otasuketai@pref.fukuoka.lg.jp


